
令和５年３月１日 

契約係長 

ネットワーク管理装置の撤去役務に関する低価格調査について 

 

１ 趣 旨 

  本件は、第１回入札結果において最低価格を示したＫＹＯＹＯＵ建設株式会社が示し

た最低価格が予定価格に１０分の６を乗じた価格を下回っていたので、防衛省所管契約

事務取扱細則第２５条に示す「その者により当該契約の内容に適合した履行がされない

ことおそれがあると認められる」か否かについて検討するものである。 

 

２ 契約の概要 

（１）履行内容：防衛省として整備する防衛情報通信基盤及び中央指揮システム専用通信を

監視・統制するネットワーク管理装置用の器材の撤去するもの。 

（２）入札日時：令和５年 ２月１７日 

（３）履行期限：令和５年 ５月３１日 

（４）入札結果：下表のとおり。（金額はいずれも税抜） 

業者名 第１回入札金額 対予定価格（％） 

ＫＹＯＹＯＵ建設株式会社 6,800,000円 ２６．０％ 

内野建設有限会社 24,260,000円 ９０．５％ 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 26,500,000円 ９９．９％ 

株式会社栄興業 57,800,000円 ２１５，７％ 

 

３ ＫＹＯＹＯＵ建設株式会社概要 

（１） 主たる業務 解体業 

（２） 設立年月日 平成 27年 8月 10日 

（３） 従業員数  7名 

（４） 所在地   長野県上田市 

（５） 決算書   別添のとおり。 

（６） 契約実績  防衛省契約については、下表のとおり。 

契約実施機関 契約日 件 名 履行完了日 

防衛装備庁航空装備研究所 令和 5 年 1 月 19 日 試験器材の解体及び廃棄 履行中 

防衛装備庁航空装備研究所 令和 5 年 1 月 19 日 油圧源装置の解体及び廃棄 履行中 

横須賀地方総監部 令和 5 年 2 月 2 日 自動収納装置撤去 令和 5 年 2 月 22 日合格 

航空自衛隊三沢基地 令和 5 年１月 26 日 衛材物品の撤去及び運搬 履行中 

海上自衛隊鹿屋航空基地 令和 5 年１月１８日 NDB 装置(NLRN-8)等の撤去 履行中 

航空自衛隊入間基地 令和 5 年 2 月 9 日 無停電電源装置の撤去 履行中 



４ 履行方針（会社側聞き取りによる） 

  本役務は、全国にまたがる自衛隊基地において器材を撤去し、撤去器材を搬入するもの

趣旨であり、実現可能性の観点から、履行方針を当該社に質問した。 

（１） 納期までの履行スケジュール 

地区名 履行時期 人数 地区名 履行時期 人数 

市谷地区 5 月上旬 4 名 2 日 千僧地区 3 月下旬 1 名 1 日 

旭川地区 ４月下旬 1 名 1 日 伊丹地区 3 月下旬 1 名 1 日 

帯広地区 ４月下旬 1 名 1 日 呉地区 3 月下旬 1 名 1 日 

札幌地区 ４月下旬 1 名 1 日 美保地区 3 月下旬 1 名 1 日 

千歳地区 ４月下旬 1 名 1 日 福岡地区 3 月中旬 1 名 1 日 

東千歳地区 ４月下旬 1 名 1 日 春日地区 3 月中旬 1 名 1 日 

大湊地区 ４月下旬 1 名 1 日 健軍地区 3 月中旬 1 名 1 日 

三沢地区 ４月中旬 1 名 1 日 佐世保地区 3 月中旬 1 名 1 日 

八戸地区 ４月中旬 1 名 1 日 対馬地区 3 月下旬 1 名 2 日 

神町地区 ４月中旬 1 名 1 日 那覇地区 3 月中旬 1 名２日 

仙台地区 ４月中旬 1 名 1 日 久里浜地区 4 月上旬 1 名 1 日 

相馬原地区 ４月中旬 4 名 1 日 府中地区 5 月上旬 1 名 1 日 

入間地区 ４月中旬 1 名 1 日 十条地区 5 月上旬 1 名 1 日 

朝霧地区 4 月上旬 1 名 1 日 下総地区 5 月中旬 1 名 1 日 

横須賀地区 4 月上旬 1 名 1 日 厚木地区 5 月中旬 1 名 1 日 

横田地区 4 月上旬 1 名 1 日 船越地区 5 月中旬 1 名 1 日 

富士地区 4 月上旬 1 名 1 日 目黒地区 5 月上旬 1 名 1 日 

浜松地区 4 月上旬 1 名 1 日 大宮地区 5 月上旬 1 名 1 日 

小牧地区 4 月上旬 1 名 1 日 木更津地区 5 月中旬 1 名 1 日 

小松地区 4 月上旬 1 名 1 日 習志野地区 5 月中旬 1 名 1 日 

舞鶴地区 3 月下旬 1 名 1 日 座間地区 5 月中旬 1 名 1 日 

（２） 撤去器材の運搬手段について 

自社トラックにより運搬 

（３） 入札金額の算出要領 

類似した案件で見積もりを作成した時と比較して、交通費や諸経費を計算して算出し

た。 

 

５ 結 果 

  当該社は、設立から１０年以下の新興企業であるが、今年になって自衛隊基地の撤去役

務に積極的に参入している。 



 本役務に対しての履行スケジュールも現実離れしたものでなく、自社トラックを有する

ことから本役務に対して適合しないとは言えない。 

  したがって、当該社と契約することとしたい。 

 なお、契約日は本調査の決裁日とする。 


